
 

 

 

 

 

 

家賃等の分割支払について 

 

平素からＵＲ賃貸住宅の管理運営にご理解とご協力を賜り、誠にありが

とうございます。 

 

さて、当機構では、家賃等（賃貸施設の賃貸料等を含みます。）のお支払

が一時的に困難となったお客様に対して家賃等の分割支払（※）に係るご

相談を受け付けております。 

家賃等のお支払についてご相談を希望される場合は、下記までお問い合

わせくださいますよう、お願い申し上げます。 

 

（※）家賃等の分割支払の概要 

(1) 収入が減少するなどして家賃等のお支払いが一時的に困難となっ

たお客様について、お客様の状況に応じて、滞納されている額（今後

お支払いが困難となる家賃等を含みます。）を最大で６か月間の分割

払によりお支払いいただけます。 

(2) 加えて、一定の要件を満たすお客様については、分割支払の期間中

は、遅延利息のお支払を免除いたします。 

 

【お問合せ先一覧】 

  ・賃貸住宅にご入居のお客様 

https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/kyojyusha/kanricenter/kanricenter.html 

 

・賃貸施設にご入居のお客様 

https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/tenant/inquery.html 

 


